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「決済代行業者」介在型クレジット
カード決済の問題点と必要な規制

弁護士　増田　朋記

1 　はじめに
近年、インターネットを利用した取引に関する消

費者被害が増大しており、被害の内容についても極
めて高額な被害額となる深刻なケースが多発してい
る。本稿では、こうした被害事例の中で頻繁に利用
され、被害増大の一つの要因となっていると考えら
れる、いわゆる「決済代行業者」の介在するクレジッ
トカード決済の実態について検討した上、その問題
点とあるべき規制について指摘する。

2 　多発するインターネット取引被害
（1）　インターネットを利用した取引は、近年非常に

活発に利用されるようになり、その市場を拡大し
ているが、その一方で、インターネット取引を巡
る消費者トラブルも増大している。

（2）　国民生活センターが消費生活相談情報をまとめ
た「2010年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概
要」1によれば、2010年度の消費生活相談のうち、
販売方法・手口として最も多かったのが「インター
ネット通販」（116,480件）であった。

そして「インターネット通販」による主な商品・
役務は「アダルト情報サイト」（53.4%）・「出会い
系サイト」（16.4%）・「デジタルコンテンツその他」

（15.4%）などであり、特に「出会い系サイト」につ
いては、「出会い」を目的とするサイト（出会い型）
のほかに、芸能人やそのマネージャー等の相談に
応じることを目的とするサイト（同情型）や収入・
金銭を得ることを目的とするサイト（利益誘因型）
など様々な類型が存在し、いずれもサイトに誘導
された消費者が、「ポイント購入費」や「文字化け
解除料」などの名目で高額の請求を受けるという
被害に遭っており、現在では「サクラサイト商法」
とも呼ばれ、年間約3万件の相談が全国の消費生
活センターに寄せられるなど、重大な社会問題と
なっている2。

3 　決済代行業者の実態と問題点
（1）　こうしたインターネット取引における消費者被

害については、多くの事例で決済代行業者の介在
するクレジットカード決済が決済手段として利用
されており、被害を増大させる要因となっている。

（2）　クレジットカード取引では、クレジットカー
ドを保有し使用する消費者と、カード決済のでき
る販売店（加盟店）、カードを発行するクレジット
カード会社（「イシュアー」と呼ばれる。）、加盟店
契約を締結し加盟店を管理するクレジットカード
会社（「アクワイアラー」と呼ばれる。）の4者による
取引となっているのが一般的である（【消費者】－

【イシュアー】－【アクワイアラー】－【販売店】）。
ところが、決済代行業者が介在する場合に

は、カード加盟店契約は決済代行業者とアクワイ
アラーとの間で締結される（【消費者】－【イシュ
アー】－【アクワイアラー】－【決済代行業者】－【販
売店】）。

すなわち、販売店は、すでにカード会社と加盟
店契約をしている決済代行業者を介在させること
によって、直接カード会社と加盟店契約を締結す
ることなく、クレジットカード決済を導入するこ
とができるのである（販売店は決済代行業者の枝
番・子番となる。）（ただし、決済代行業者のうち

「包括代理店型」と呼ばれるものについては事務代
行が主となり、加盟店契約自体は販売店とアクワ
イアラーとの間でも締結される。）。

（3）　このような決済代行業者については、現行法下
においては特に登録制などの開業規制や行為規制
は定められておらず、監督官庁も存在していない。

そのため、十分な審査・管理体制が整備されて
いないような業者が多数参入しており、クレジッ
トカード会社と直接加盟店契約を締結しようとし
た場合には審査によって通常排除されるような出
会い系サイトなどの悪質なネット業者が、そうし
た決済代行業者を介在させることでクレジット
カード決済を導入することが可能となってしまっ
ており、悪質業者による消費者被害を助長するも
のとなっているのである。

実際、消費者庁が出会い系サイト100サイトを
調査した結果、それらのサイトで利用されたクレ
ジットカード決済は、その全てが決済代行業者を
介在したものとなっていたと報告されている3。

（4）　また、大手国際カードブランド会社のルールで
は、カード会社は自国に存在する業者との間以外
で加盟店契約を締結することは出来ないとされて
いるが、被害事例の中には国内の決済代行業者が
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海外のカード会社と加盟店契約を締結していると
思われるケースが多々存在しており、被害内容が
複雑化して、被害の救済がより困難なものとなる
場合も多い。

4 　消費者庁による任意の登録制度
（1）　上記のような「決済代行業者」の介在するクレ

ジットカード決済の問題に対しては、消費者庁が、
平成22年8月から開催されていた「インターネット
消費者取引研究会」における検討結果を踏まえ、
平成23年7月から、一般社団法人モバイル・コン
テンツ・フォーラムに委託して任意の決済代行業
者登録制度を運用し、実証調査を行っている4。

（2）　しかし、同実証調査の平成24年3月報告書5にお
いても「事業者を対象とした任意の制度の運営に
おいては、明確なメリットもしくは登録しないこ
とによる罰則やデメリットが存在しない限り、そ
の登録数を大きくすることは難しい。」と報告され
ているように、同制度はあくまで「任意」の登録に
とどまる点で決済代行業者の問題に対する対策と
しての効果は限定的なものにとどまっている（な
お、登録簿に登録されている決済代行業者は、平
成24年8月17日時点で全25社である。）。

（3）　また、そもそも同制度の目的は、登録簿を公
開することで、一般的にわかりづらいとされてい
る決済代行業者の連絡先を明確にして、消費者や
消費生活センターからの問い合わせを円滑に行え
る環境を整備することにあり、決済代行業者の事
業活動、取引等の適正性、適法性を保障するもの
ではないとされているから、上記のように悪質業
者が決済代行業者を介在させてクレジットカード
決済を導入し、消費者被害が助長されているとい
う問題に対する本質的な解決策となるものではな
い。

5 　決済代行業者に対して求められる規制6

（1）　決済代行業者の介在するクレジットカード決
済を利用した消費者被害の増大を防止するために
は、以下のような抜本的な規制が必要と思われる。

（2）　まず、何より必須なのは、決済代行業者に法令
上の登録制を導入して、適切な行政監督を及ぼす
ことである。

現在、割賦販売法上、クレジットカード会社に
ついては登録制が導入されているが（割賦販売法
31条）、販売店にクレジットカード決済を導入さ

せる機能を果たしている決済代行業者についても
同様の規制を及ぼさなければ、販売店に対する十
分な調査及び管理監督を行わせることはできず、
悪質業者が蔓延する結果となってしまうからであ
る。

（3）　さらに、そのような登録制を前提とした上で、
決済代行業者について、提携する販売店に対する
調査義務を法律上明確に規定すべきである。

割賦販売法において、イシュアーであるクレ
ジットカード会社は、アクワイアラーと加盟店契
約を締結した加盟店についても利用者又は購入
者等の利益保護に欠けると認められるときは調査
義務が課せられているが（割賦販売法30条の5の2、
同法施行規則60条3号ロ）、決済代行業者が介在し、
アクワイアラーとも直接に加盟店契約の存在しな
い販売店については、クレジットカード会社の調
査は極めて消極的なものにとどまっている現状に
ある。したがって、決済代行業者自身に販売店に
対する同様の調査義務を課す必要がある。

（4）　加えて、決済代行業者が、悪質な業者にクレジッ
トカード決済を可能とさせ、その不正な取引によ
る消費者被害を助長しながら、決済代行により多
額の手数料収入を得ているという実態に照らせ
ば、そのような悪質業者による消費者被害につい
ては、決済代行業者を第三者的立場とするのでは
なく、悪質業者と共に被害回復の請求先とするよ
うな法規制を導入することも検討すべきである。

6 　最後に
本稿で述べた「決済代行業者」のほかにも、電子マ

ネーやコンビニ決済など、現在では極めて多種多様
な決済方法が存在している。こうした決済方法の多
様化が、消費者に利便性をもたらしたことは事実で
あるが、その実態は不明瞭な部分が少なくなく、十
分に法整備もされないまま運用されてしまっている
のが現状であって、このままでは悪質業者の不正な
取引を助長するツールとなり、多数の消費者被害を
生む原因となるばかりである。

割賦販売法等による従来の規制の見直しを含め、
これらの多様な決済方法に対する規制については再
検討が必要であろう。
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